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国際標準規格と
   化学物質管理

――　最初に IEC TC111 についてお聞かせいただけれ

ばと思いますが、ご存じない方のために、まず IECと

いう組織の概要について伺えますでしょうか。

市川　分かりました。皆さん、ISOは有名なのでご存

じかと思いますが、実は IECの方が歴史的に古いので

す。ISOは約 70 年前に設立されましたが、IECは 100

年を超える歴史を持っています。電気関係の国際標準

機関として最初に作られました。例えば、オームの法

則の単位であるΩはみんなで使うべきだろうかみたい

なところから始まったわけです。

その後、電気関係だけでなく、機械部品やネジなどに

もそのような機関が必要だということになり、ISOが

スタートしました。ネジも世界中で同じでないと合わ

なくなってしまいますので。IECと ISOはその頃から

しっかりと対象が分かれていて、電気関係は IEC、電

気関係でないものは ISOとなっています。さらに今で

は ITU-T、国際電気通信連合という、電気通信を扱う

国連機関があります。そのおかげで電話が世界につな

がるようになった。この 3 つが基本的な標準機関とな

ります。

この 3 つの機関はWTO（World Trade Organization）で認

定された機関です。認定されると国際的に認知された

規格となり、各国での強制規格に採用することも可能

となります。それぞれの国で勝手に規格を作ってはダ

メ、3 機関の規格を使いなさいというWTOの約束に基
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――　裏話的なお話をありがとうございます。次に、

現在の TC111 の活動状況やトピックについてお聞かせ

下さい。

市川　TC111 は色々なテーマを扱っているのですが、

大きく分けると「化学物質」と「環境配慮設計」に分か

れます。その中でもやはり化学物質に関する案件が非

常に多いです。トピックとしては含有物質の測定方法

や含有物質の開示手順などが挙げられると思います。

含有物質の開示手順、いわゆるマテリアルデクラレー

ションという材料宣言について扱っているところなの

ですが、これは chemSHERPAにも採用されているし、

世界の大御所である BOMCheckや IPCにも使われてい

るので、電気電子の世界では完全にこの規格が普及し

ています。含有物質の測定や開示手順について継続し

てやる必要があるのは、法律で規定される化学物質が

増えているためです。特に物質リストのメンテナンス

の方は物質を開示する手順に不可欠ですから、ある程

度早めに規格を設定しないと間に合わなくなってしま

います。

――　どの位のスパンで規格改定されているのでしょ

うか。

市川　物質リストの部分を切り出してデータベース規

格とし、現在は半年位で改定しています。そうでない

と間に合わない。通常、規格というのは 3 年位での改

定でも良い方です。5 年位動かないものも中にはあり

ます。そのためにはどうしてもWeb上で随時更新可能

なデータベース形式の規格という、新しいものにチャ

レンジする必要がありました。TC111 としてはこれが

唯一のデータベース型で、今でも毎週のように国際会

議のテーマで扱っています。

主にヨーロッパ、アメリカ、アジアという地域で会議

していますので、われわれアジア地域の者は寝不足が

ちです（笑）。

さらに最近注目されているのはローハロゲンの定義に

ついてです。スウェーデンが言い出しました。ローハ

ロゲンという言葉は法律にも使われているし、様々な

業界宣伝にも使用されているが、どこにも定義がない

ということです。1,000ppmでローハロゲンと定義す

る場合もあるし、10,000ppmでもローハロゲンと言う

人もいます。しかもハロゲンの中身にフッ素が入っ

ているかいないかもバラバラで、少なくとも電気電

子ではこれを統一した定義にしましょうということで

スタートしました。これは日本でもコンサーン（利害

関係）をもつ業界が非常に多く、塩ビ業界やプリント

基板業界など、皆さんに積極的に参加いただいていま

す。国際会議にも出てもらいながら、各国と侃々諤々

とやっています。

市川　もう一つのトピックとして、RoHS指令の整合

規格、EN50581 というヨーロッパ規格が IEC規格にな

ることがほぼ決まっています。IEC63000 という切り

の良い数字になると思います。EN50581 をベースに、

ヨーロッパでしか通用しないことは修正してありま

す。ヨーロッパの人たちもこれなら良いだろうと投票

してくれました。

この例は IEC規格になることで大きな効果を得られる

典型的な例だと思います。私たちはヨーロッパだけに

物を売っているわけではないので、有害物質を入れな

いようにするためのビジネスプロセスや証拠を必ずし

も用意しているわけではありません。それが例えば中

国版 RoHSでは全然異なる制度であるとか、各国ごと

に対応を迫られるとなると、相当の負担になる。これ

が IECになったのは大きく、先ほどのWTOの話につ

ながりますが、各国で合意しているので、法律で引用

される強制規格は IEC規格でなくてはならなくなる。

以降の規格でわれわれは全部対応ができるようになり

ます。

IEC TC111 の活動状況とトピック
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ただ、そうすると IEC62474 は規格として不足な面が

あるわけです。先ほどお話ししたように電気電子製品

に入っているかどうかということで物質を選びますか

ら、ソファの布に入っているだけでは選ばれないので

す。では、ソファの布に入っている物質はどの規格が

面倒を見るのでしょう。こうした課題もあるので、物

質リスト的なものと制限する用途、この物質でこの用

途、何 ppm以上だったら報告するという部分に関して

は、ISOと一緒にやらなきゃだめかなという話は持ち

上がっています。IECだけでは限界がありますので。

先ほど環境配慮設計に関してジョイントワーキングを

作ったとお話ししましたけれど、あれと同じように、

これも次の候補ではないかと思います。ISOとのジョ

イントワーキングです。フォーマットの互換性につい

てはたぶん問題ないでしょう。物質リスト然り。それ

から用途というものもある意味じゃデータなんです。

データはどう変わってもフォーマットは変わりません

ので、今でも ISO側で十分使えるフォーマットになっ

ていると思っています。

TC111 のこれから

――　ありがとうございます。TC111 として今後進ん

でいきたい方向性などはありますでしょうか。

市川　当初はヨーロッパの法律へ準拠するということ

がトリガーで、かなりそれを意識して仕事をしてきた

ところがありました。しかし、この頃では世界中の法

律がだんだん複雑になって、類似性もあるけれど違う

ところもあるという、やっかいな状況になってきてい

ますよね。そういう中で TC111 としてはますます活動

の幅が広がってくるというふうに考えています。

一例ですが、グリーン調達という言葉がありますよ

ね。NPOのようなところでもグリーン調達ネットワー

クというものがあり、各国にも法律上のグリーン調達

がある。エナジースターやアメリカの EPAなどもそう

ですね。実質的には法律みたいになっている、そんな

業界ラベルの種類だけでもものすごくあります。こう

した似て非なるものを統一しようなんていう話も 1 つ

の方向性なのです。

　　

すでに中国が提案をして基礎検討が始まっているんで

すけど、どのぐらい違うのかとかどのぐらい共通性が

あるのかというのは実は誰も分かっていません。だか

ら、まずはそうしたものの調査からスタートし、可能

なところでは一緒にしていくということです。今日の

話題でいえば、分解のしやすさという指標、どういう

やり方をしたらフェアなのかなどというものも、実は

その中に入ってくるわけです。

――　なるほど。一連のお話がここでつながってくる

のですね。

市川　アメリカの EPAであれば、分解時間は何分以内

とか、重さがいくら増すごとに 1 分足すなどと書いて

あるのですが、根拠があまり分からない。分解しやす

さというのは重さだけじゃないだろう、ひょっとした

らネジの本数じゃないかとか、そういう話になります

よね。ネジが 1 本増えるたびに 10 秒増やすとかなら

分かるけれど、重さって変だよねなど。

　

そういうことをより幅広くみんなで議論していく場と

して、それがあることによって産業界がベネフィット

を得られるということが明確になるような、そういう

規格に取り組んでいきたいなと思っています。私も責

任者なのですが、それには各国のリーダーさんたちが

それぞれの政府のお役人ともっと会話を密にしていく

必要があるかもしれません。いわゆる、良い意味での

ロビー活動ですね。国際フォーラムをどんどん開いた
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り、国連とか各国政府とのつながりをもっと密にして

いくというようなことをやって、私たちの規格がより

ルールを作る側へ　ルールを輸出する側へ

効果的に、自分たちのビジネスへ生かされるための活

動を展開していく必要もあると考えています。

――　いまのお話を承けまして、現在、日本を代表し

て TC111 の議長を務めておられるわけですが、そのこ

とを日本のベネフィットにどう反映させていこうとお

考えでしょう。

市川　日本の立場は韓国と少し似ており、輸出へ依

存している産業構造になっていますよね。たしかに、

5,000 万人しかいないので輸出するしかないという韓

国に比べ、日本は 1 億の人がいるので、国内市場もそ

れなりにあります。しかし、結果的に見ると半分以上

は海外の売り上げに頼るしかないのです。特に電気電

子製品分野は、家電は別として、基本的にはグローバ

ルに展開していくビジネスだと思うのです。そうなる

と各国の法律に規制されてしまうのは当然のことなの

ですが、それに対して、われわれとしては日本の中で

設計や生産プロセスを適応させていかなければなりま

せん。これはいかんともし難い事情で、そこで勝負し

ようという考え方が昔からあるわけです。

オリンピックになぞらえていえば、いまこういうルー

ルだから、そのルールに合わせてそのたびに技を磨い

て、それで金メダルを取れるようにするというのは昔

からありますね。ただ、それはあまりにナイーブで、

これからはそれだけではだめなのじゃないかと考えて

います。競技の中で選手が頑張って自分を鍛えるとい

うのと同じぐらい、重要なのがルール作りに関するこ

となんです。その両方の掛け算でたぶん金メダルを取

れる。

産業界でも電気電子はまったく一緒の話で、ルール

作りにも直接日本が関わっていかなければいけない。

TC111 では非常にうまくいっており、EN50581 が IEC

規格になったときに若干なりとも変更が加えられ、今

度はヨーロッパの法律に反映されるということになり

ました。強制とは言いませんが、IEC62321 はすでに

ヨーロッパの法律の中での必須引用規格になっていま

す。

IEC62321 には日本のリーダーもたくさんおられます

ね。日本の計測器メーカーの方、コンサルタントの方、

その方々が作ったものが結果的にヨーロッパの法律を

動かしているというかたちになるのです。例えば、新

しい方向性として資源循環があると言いました。サー

キュラーエコノミー。あれなんかも本来日本が得意な

分野でしょう。3Rなんて日本の資源循環方法そのま

まじゃないかという感じですよね。

そういう分野で、われわれは国内標準規格を、ルール

を、世界に対してどのようにして発信していくのかと

いうことを考えていかなければなりません。物を輸出

するだけじゃなくて、ルールを輸出するという考え

方。ルール輸出ということに対して、本当にマインド

が少ないんです。

ところで、去年からジェトロさんに制度貿易課という

課ができています。制度を貿易する。すごく良い言葉

ですね。すごく褒めました、素晴らしいって。ただま

だ実績もありませんし、予算も人もあまりありません

が。これはジェトロさんだけじゃなくて、まさにわれ

われ企業人が考えなければいけないことです。制度や

ルールというものはベストプラクティスです。TC111

あるいは国際標準規格など、外国の人もどんどんまね

した方が良いと言われるようなルールに関しては世界

に輸出していく、これをもっとやるべきだろうと思い

ます。それが日本にとっての唯一の国際標準の使い方

だと思っています。
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　このように化学物質に関連する法規制は各種ある

が、製品をカナダに直接・間接的に輸出するにあたっ

て、多くの日本企業が関わることが想定される「化学

物質管理」、「化学品のラベル・SDS」、「消費者向け製

品」の 3 つの分野を規定する法規制として、「環境保護

法」、「危険有害性製品法」、「消費者製品安全法」を取

り上げ、次項以降で説明する。

2. 化学物質管理関連規制

2.1 1999 年カナダ環境保護法（CEPA1999）

の概要

　カナダ環境保護法（Canadian Environmental Protection 

Act:CEPA）は、環境保護に関するカナダ連邦法の最も

重要な法規制として位置づけられており、環境汚染の

防止や、他法規制の対象となっていない化学物質等に

よる人の健康安全や環境保護を確保することを目的

に 1988 年に制定された。その後大幅に改正され、現

在の「1999 年カナダ環境保護法（CEPA1999）」として

2000 年 3 月 31 日から施行され、現在に至っている。

　CEPA1999 の構成は図表 2 に示すとおりであり、有

害化学物質の管理はもとより、生物、海洋環境、自動

車からの排気ガス、有害廃棄物等、多岐にわたる環境

問題を定めた法規制であることがわかる。

　この中で第 5 章「有害物質の管理（第 64 条～第 103

条）」によって、新規化学物質の届出や既存化学物質

の管理などの化学物質管理に関する諸事項が定められ

ている。

図表 1　化学物質に関する主要な法規制および所管省庁

1 
 

表 1 化学物質に関する主要な法規制および所管省庁 
対象 法規制名 所管省庁 

化学物質全般 環境保護法 気候変動環境省およ

び保健省 
有害廃棄物 環境保護法 気候変動環境省 
職場で使用される化学物質 危険有害性製品法 保健省 
消費者向けの化学物質 消費者製品安全法 保健省 
消費者向け製品 消費者製品安全法 保健省 
消費者向け製品（包装およびラベル） 消費者容器包装・表示法 産業省 
医薬品 食品・医薬品法 保健省 
医療機器 食品・医薬品法 保健省 
食品 食品・医薬品法 保健省 
化粧品・パーソナルケア製品 食品・医薬品法 保健省 
殺虫剤 有害生物駆除製品法 保健省 
放射性物質 放射線発生機器法 保健省 
タバコ タバコ法 保健省 
火薬類 火薬法 天然資源省 
肥料 肥料法 農業・農産食品省 
核物質 核安全管理法 原子力安全委員会 
危険製品の輸送 危険製品輸送法 運輸省 
 
  

2 
 

 
表 2 CEPA1999 の構成 

章 タイトル 章 タイトル 
第 1 章 管理 第 8 章 緊急事態における環境問題 
第 2 章 市民参加 第 9 章 政府の運用および連邦、先住民

の土地 
第 3 章 情報収集および目標、ガイドライン、

実施基準 
第 10 章 執行 

第 4 章 汚染防止 第 11 章 その他事項 
第 5 章 有害物質の管理 第 12 章 関連する改正、廃止、経過措置、

施行 
第 6 章 バイオテクノロジーによる生物製品 別表 1～6 
第 7 章 汚染管理と廃棄物管理 

 
  

図表 2　CEPA1999 の構成 3）
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困難な除外製品を除き、水銀含有製品の製造

や輸入の禁止や含有濃度制限などを課してい

る。

（5） トリブチルテトラデシルホスホニウム・クロ

リド（TTPC）規則（SOR/2000-66）20）

 TTPCの輸入や使用、加工、販売を禁止し、輸

出専用品の製造時における製造条件等を定め

ている。

（6） 建築コーティング製品の揮発性有機化合物

（VOC）濃度規則（SOR/2009-264）21）

 建築コーティング剤を 49 カテゴリーに分類

し、カテゴリーごとに設定されたVOCの許容

濃度を超過した該当製品の製造、輸入、販売

等を禁止している。

（7） 自動車補修製品の揮発性有機化合物（VOC）濃

度規則（SOR/2009-197）22）

 自動車補修製品を 14 カテゴリーに分類し、カ

テゴリーごとに設定されたVOCの許容濃度を

超過した該当製品の製造、輸入、販売等を禁

止している。

2.5 CEPA1999 の執行調査

　気候変動環境省は、CEPA1999 の執行状況を確認

するために、毎年執行計画を策定し、計画に基づき

机上調査や現地調査等を実施している。調査結果は

CEPA1999 の年次報告書等で概要が公表されている。

2016 年 2 月に公表された年次報告書（2014 年 4 月～

2015 年 3 月）23）によると、同期間で、CEPA1999 全体

として、4,915 件（机上調査 1,336 件、現地調査 3,579

件）の執行調査が実施され、違反切符や書面による指

示や警告など、3,172 件の措置が取られたことが示さ

れている。

3. GHS関連規制

3.1 作業場危険有害性物質情報システム

（WHMIS）

　カナダでは、労働安全衛生分野における化学物質の

危険有害性情報の伝達に関する「作業場危険有害性物

質情報制度（Workplace Hazardous Materials Information 

System:WHMIS）」が 1988 年から開始されていた。

WHMISは連邦法や各州法等、作業場で取り扱う危険

有害性物質の情報提供に関する一連の法規制に基づい

た制度であるが、中でも根幹となるのが連邦法である

危険有害性製品法（Hazardous Products Act:HPA）24）およ

び管理製品規則（Controlled Products Regulations:CPR）

である。これらによって作業場で使用される危険有害

性物質・混合物について、分類やラベル表示、安全デー

タシート（Safety Data Sheet:SDS）の提供、労働者教育

等について定められている。

図ｰ3

図表 6　WHMISのロゴマーク

　2015 年 2 月にHPAが改正されるとともに、CPRに代

わって新たに「危険有害性製品規則（Hazardous Products 

Regulations:HPR）（SOR/2015-17）」25）が制定され、国連

GHS第 5 版に基づく分類基準やラベル、SDS要件が導

入されることとなった。これによりWHMISもこれまで

のWHMIS-1998 から GHSに準拠したWHMIS-2015 と

なった。なお、WHMISが職場で使用する化学品を対象

としていることや、他の法律で規制されている等の理

由から、次の製品群はWHMIS-2015 に基づくラベルや

SDS等の対象外となっている。

・ 爆発物

・ 化粧品、医薬品、食品

・ 農薬

・ 消費者向け製品

・ 木材および木製製品

・ 放射性物質

・ 危険有害性廃棄物

・ タバコおよびタバコ製品

・ 成形品
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 上記期間内は、新規データや更新

予定日を書面で供給先に通知して

いれば、ラベル・SDS に新規情報を

含める必要はない。 

 上記期間内における書面通知等の

規定はない。 

複数容器で梱

包さ れた場合

のラベル貼付

箇所 

原則すべての容器にラベル貼付。 最も内側の容器にラベル貼付。 

2 種以上の化

学品の外装に

対 す る ラ ベ ル

要否 

外装にラベル貼付が必要。 外装にラベル貼付は不要。 

 

  

4. 消費者製品関連規制

4.1 消費者製品安全法（CCPSA）の概要

　カナダでは、保健省の管轄のもと、潜在的に危険な

消費者製品が市場に出回らないようにするため、企

業の責任を強化したカナダ消費者製品安全法（Canada 

Consumer Product Safety Act:CCPSA）28）が 2011 年 6 月

20 日から施行されている。同法は前述の有害製品法

（HPA）のパート 1 および別表 1 を別法として独立させ

たものである。同法は主に次のような内容を定めてお

り、消費者保護の観点から一部製品については、化学

物質に関連する要件を課している。

・ 人の健康および安全に不合理な危険を与える消

費者製品の製造、輸入、広告および販売を禁止

する

・ 企業に対して、自社製品に関連した重大な事故

および死亡が発生した場合に、カナダ政府に対

して報告する義務を課す

・ 製造者および輸入者に対して、政府から要請が

あった場合に、製品に関する試験または研究結

果を提出する義務を課す

・ 保健省に対して、危険な消費者製品のリコール

を実施する権限を与える

・ 義務不履行に対する課徴金を引き上げる

　CCPSAは、人の健康および安全に不合理な危険を与

える消費者製品の製造、輸入、広告および販売を禁止

しており、具体的な 16 種の禁止製品を別表 2（禁止対

象消費者向け製品）に収載している。禁止対象製品の

中には「ビスフェノールAを含有するポリカーボネー

ト製哺乳瓶」や「3 歳以下の幼児向けを意図したトリ

ス（2-クロロエチル）=ホスファートを含有するポリウ

レタンフォーム製品」、「トリス（2,3-ジブロモプロパ

ン -1-イル）=ホスファート自体およびその化合物を含

有する、またはそれらで処理された衣類」、「硝酸セル

ロースを含有する眼鏡フレーム」などのように特定の

化学物質を含有する製品も含まれている。

4.2 消費者製品安全法（CCPSA）の下位規則

　CCPSAでは、別表 2 の他にも、様々な消費者向け

製品ごとに要件を定めた下位規則が多く策定されてい

る。その中には、化学物質の表示・包装や含有化学物

質制限に関わる要件を定めた次のような規則が存在す

る。

（1） 2001 年消費者向け化学物質および容器規則

（SOR-2001-269）29）

 消費者向けに提供される化学品について、使

用時における潜在的な危険有害性（毒性、腐食

性、可燃性など）を消費者に知らせるために、

ラベル表示や容器要件を定めている。また、

特定製品については、子供の誤用防止容器の

使用を義務付けている。前述のWHMIS-2015

は職場で使用する化学品のラベル要件を定め

ていたが、消費者向け製品については、本規

則に基づくラベルや容器包装が必要となる。

（2） フタル酸エステル類規則（SOR-2001-269）30）

 EUの REACH規則附属書 XVII（エントリー 51

および 52）や米国の消費者製品安全改善法
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製品を高リスク製品とし、他製品よりも頻繁に執行調

査を行うことにしている。直近の調査を見ると、子供

向け製品が高リスク製品として位置づけられているこ

とがわかる。

図表 12　保健省による消費者向け製品の執行調査結果

8 
 

 

表 7 保健省による消費者向け製品の執行調査結果 

調査時期 規制名 調査対象 調査結果 

2014 ～ 2015

年 

アスベスト製品規則 鉱物キットや

蒐集裸石 

32 製品を調査した結果、6 製品でアスベス

トが検出され、3 製品でリコールが行われ、

3 製品で販売停止となった。 

2014 ～ 2015

年 

子供向け宝飾品規

則 

子供向け宝

飾品 

20 製品を調査した結果、1 製品で規制値を

超える鉛が検出され、輸入者によって流通

前に販売が取りやめられた。 

2014 ～ 2015

年 

2001 年消費者向け

化学物質および容

器規則 

消費者向け

化学品 

51 製品を調査した結果、27 製品でラベル

の不備や子供誤用防止容器の未対応など

が発見され、6 製品でリコールが行われ、2

製品で販売停止、10 製品で流通停止、9

製品でラベルの是正が図られた。 

2014 ～ 2015

年 

玩具規則 玩具 19 製品を調査した結果、化学物質以外の

要件の違反によって、3 製品でリコールが

行われ、1 製品で販売停止、1 製品で流通

停止となった。 

2015 ～ 2016

年 

CCPSA 別表 2 子供向けポ

リウレタンフ

ォーム製品 

21 製品を調査した結果、1 製品でトリス（2-
クロロエチル）=ホスファートが検出され、リ

コールが行われた。 

2015 ～ 2016

年 

フタル酸エステル類

規則 

ソフトビニル

製玩具およ

び育児用品 

14 製品を調査した結果、全製品でフタル

酸エステル類は検出されなかった。 

 

 

　また、保健省は 2015 年に CCPSAの違反によって罰

金が課された初めての事例を公表し、2016 年にさら

に 1 件の情報を公表 41）しているが、この 2 件は同一企

業に対する内容である。1 度目は企業が提供している

家庭用万能クリーナー類で子供誤用防止容器の未対応

や製品ラベルの不備といった違反が発覚したことによ

り、当局が同製品のリコールを命じたが、製品リスト

や販売先リスト等を期限内に提出しない等、リコール

命令に同社が適切に対応しなかったため、重大な違反

として 75,000 ドルの罰金が同社に科された。その後、

保健省は更に違反製品に対する販売停止等の対応を命

じたが、同企業が命令に反して小売業者への販売を継

続したため、重大な違反として更に 20,000 ドルの罰

金が同社に課された。

5. 米国との協調

　カナダと米国は経済的にも繋がりが深いものの、化

学物質規制に限らず、規制の内容が異なるために、製

品やサービスの流通に手間がかかる、両国当局が重

複した作業を行っている等の課題が指摘されてきた。

そのため、両国は 2011 年 2 月に、両国の経済や競争

力、公共の安全・福祉の強化に向けて可能な限り両国

の規制手法の整合化を図ることを目的に、規制協力会

議「Regulatory Cooperation Council:RCC」を創設し、各

規制を担当する両国当局が整合化に向けた検討を開始

した。RCCでは、各分野の両国規制当局が共同で毎年

作業計画を策定し、その計画に基づき検討を行ってお

り、現在の検討分野の中には、今回取り上げた「化学

物質管理」や「職場で使用する化学品」といった化学

物質規制も含まれている。
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1.1 省庁間の調整委員会

　このような各省庁にまたがる化学物質規制（輸出

入規制物質の分類と成文化）を調整する目的で、殺

虫剤、肥料、毒物管理過程と使用に関する各省間

調 整 委 員 会（Comisión Intersecretarial para el Control 

de l  P roceso  y  Uso  de  P lagu ic idas ,  Fe r t i l i zan tes  y 

Sustancias Tóxicas:CICOPLAFEST）が 設 置 さ れ て い

る。CICOPLAFESTのメンバーは、SEMARNAT, SE, 

SAGARPA及び SSAの 4 省で構成されており、2013 年

4 月 12 日に最初の決議を公報で発表して、その後 4

回の修正を経て最新版はDOF 05-02-20162 として公表

されている。図表 1 に、化学物質規制関連省庁の分掌

とCICOPLAFESTの関係を示す。

　内容は、殺虫剤、毒物（危険物）、肥料及び植物栄養

素の輸出入に関する非関税規制と関税分類をリストの

形で成文化したもので、対応する CAS番号があるもの

は明記されている。

　第 2 決議、第 3 決議、第 4 決議、第 5 決議に、各々

殺虫剤、肥料、毒物（化学兵器材料を含む）、植物栄養

素のうちで輸出入に際して事前に関係省庁の許可又は

承認を取る必要がある物質のリストが示されている。

　第 2決議では、国内持ち込みに際してCICOPLAFEST

の委員会で承認を要する殺虫剤がリストアップされて

いて、その総数は 205分類ある。

　第 3 決議では、毒物及びナショナルリスト（Listado 

Nacional de la Ley Federal para el Control de Sustancias 

Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de 

Armas Químicas:Listado Nacional）に記載されている化

学兵器に転用可能な物質で国内持ち込みに際して許可

証、又は SEMARNAT及び連邦衛生委員会（Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios）

の輸入承認を必要とする物質がリストアップされてい

る。その総数は 179 分類ある。

図表 1　メキシコ化学物質規制関連政府機関の分掌

省間調整委員会（CICOPLAFEST）

経済省（SE）

環境資源省（SEMARNAT）

省間調整委員会（CICOPLAFEST）

国家基準局（DGN）

製品認証、NOM/NMX維持管理貿易

有害物質統合管理総局

大

環境資源省（SEMARNAT）

保健省（SSA）

環境保護法、殺虫剤・肥料輸入規制

有害物質統合管理総局
（DGGIMAR）

輸出承認

大
統
領

農業・牧畜・農村開発・水産・食料省
（SAGARPA）

保健法

農林水産資源保護

労働福祉省（STPS）

化学物質の分類と表示（GHS、SDS）

農林水産資源保護

通信運輸省（SCT）

国防省（SEDENA）

輸送時の表示 化学物質関連省庁
以外は省略

国防省（SEDENA）

武器・爆発物に関する連邦法

財務省（SHCP）

徴税・税関・輸入業者登録

出典：各法令及び総務省資料より筆者作成
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　 第 4 決 議 で は、 国 内 持 ち 込 み に 際 し て

CICOPLAFESTの委員会で承認を要する肥料及び植物

栄養素がリストアップされていて、その総数は 3 分類

ある。

　第 5 決議では、毒物及びナショナルリストに記載さ

れている化学兵器に転用可能な物質で輸出に際して

CICOPLAFESTの委員会で承認を要する物質がリスト

アップされている。その総数は 90 分類ある。

　上記第 2 から第 5 決議に挙げられた物質を輸出す

るものは、SEMARNAT傘下の有害物質統合管理総局

（Dirección General de Gestión Integral de Materiales y 

Actividades Riesgosas :DGGIMAR）の受付窓口または海

外取引デジタルウインドウを通じて輸出承認申請書を

提出することが義務付けられている。

　以上のように、CICOPLAFESTは輸出入する物質毎

に認可を得る省庁と物質を明らかにして、複数の省庁

にまたがる承認が必要な場合に協議して承認を出す機

能を有している。

2. 保健法による化学物質管理

　保健法（Ley General de Salud）3）はメキシコの保健政

策全般を規定した法律であり、1984 年 7 月 1 日に発

効してから今日まで数多くの改定がなされているの

で、最新の改定を確認することが必要である。本稿で

は 2016 年 6 月 1 日改訂版をもとにしている。

　この法律のカバー範囲は広く、公的医療の提供、医

療教育・研究、疾病の予防、リハビリテーションや末

期患者ケアを含む国の保健システムから、健康を害す

る食品、嗜好品、化粧品、向精神薬や麻薬類などの医

薬品と医療機器、健康被害の可能性がある殺虫剤、肥

料、化学物質の輸出入規制、健康維持に関する広報

啓蒙活動、などをカバーする全 18 編（Titulo）482 項

（Articulo）で構成されている。

　輸出入規制の対象となる物質の定義、管理責任、規

制内容は第 12 編に規定されている。

　殺虫剤、肥料、有毒有害物質については第 12 編 12

章（CAPITURO Ⅻ）にそれぞれの物質の定義が示され

ており、具体的な物質名は別途官報でリストを提示す

ることになっている。実際には前述の CICOPLAFEST

決議に盛り込まれているリストがそれに相当する。

　281 項にはこれらの物質に関するラベル規定があ

り、スペイン語で取扱いの危険性、用途、汚染発生時

の対応、及び容器の取扱い方について明確に表示する

ことが規定されているが、具体的には後述するラベル

表示に関する公式規格（NOM）で規定されている。ま

た、バイオテクノロジーを用いて作られた製品で人が

使う又は消費する物に関しては保健省（SSA）への届出

が義務付けられている。

　13 章（CAPITURO ⅩⅢ）にはこれらの物質を輸出入す

る場合の規制が書かれている。

　第 12 編に挙げられている物質の輸出入は保健省へ

の届出が必要となり、輸入の届出ができるのはメキシ

コに居住している者でなければならない。

　ただし、メキシコが国際合意や条約を締結している

輸出国の保健当局又はメキシコ保健省が認めた国立等

の試験機関が発行した法律に基づく書類を提示した場

合には輸入にあたって事前の認可を必要としない。

3. 環境保護法による化学物質規制

　環境保護法（Ley General del Equilibrio Ecologico y la 

Proteccion al Ambiente）4）は、自然環境を維持しながら

持続可能な開発を進めていくことを目的に 1988 年 1

月 28 日に公示されて、今日まで数次にわたって改訂

されており、本稿では 2016 年 5 月 13 日改訂版（DOF 

13-05-2016）に基づいて説明する。

　同法第 1 編（Titulo 1）第 5 節（SECTION Ⅴ）で、環境

に影響を及ぼす可能性がある活動を行う場合には事前

に環境アセスメントを行い環境資源省（SEMARNAT）

当局の承認を得る必要がある旨が記されている。具体

的な活動として、道路やパイプラインの敷設、石油化

学産業、化学産業、鉄鋼業、製紙産業、砂糖生産、セ

メント生産、電力、原子力関係（資源探査を含む）、有

害物質や放射性物質の廃棄処分、及び工業団地や環境

影響が懸念される住宅開発などが列挙されている。し
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　第 2 章 31 項では、使用済の製品を滅却、売却、ま

たは廃棄する場合にその管理計画を作成することが義

務付けられている製品として次のものが挙げられてい

る。

Ⅰ 使用済み潤滑油

Ⅱ 使用済み有機溶剤

Ⅲ 自動車の排ガス触媒フィルター

Ⅳ 鉛バッテリー

Ⅴ 水銀又はニッケルカドミウム電池

Ⅵ 蛍光灯及び水銀灯

Ⅶ 水銀、カドミウム又は鉛を含む付属品

Ⅷ 医薬品

Ⅸ 殺虫剤及びその容器

Ⅹ ポリ塩化ビフェニールなどの残留性有機化合物

Ⅺ 石油掘削時の汚泥

Ⅻ～ⅩⅤ　医療廃棄物

　これらの廃棄物に関する認可が必要な項目が第 3 章

に纏められている。前述の廃棄物管理計画の認可か

ら、使用、収集、貯蔵、第三者からの入手、焼却、移動、

封止、輸出入などにはすべて環境資源省（SEMARNAT）

の認可を必要とする。

　輸出入に関しては第 12 章に規定があり、輸入は一

定量のリユーズまたはリサイクルを目的とするもの、

または難分解性有機化合物に限定される（第 86 項）。

　輸出は、相手国の承認が得られている場合に限定さ

れる（第 87 項）。

7. 電気電子機器に対する化学物質規制

　いわゆるEU/RoHSに相当するメキシコの規定は存在

しない。但し、いわゆる RoHS対象 6 物質の試験方法

として任意規格（PRODUCTOS ELECTROTECNICOS-

DETERMINACION DE NIVELES DESEIS SUSTANCIAS 

R E G U L A D A S  （ P L O M O ,  M E R C U R I O ,  C A D M I O , 

CROMO -HEXAVALENTE, POLIBROMOBIFENILOS, 

DIFENIL- ETERES- POLIBROMADOS: NMX- J- 6 3 4 -

ANCE-2010）10）がある。内容は IEC（国際電気標準会

議）規格である IEC62321 Edition 1.0 （2008-12）と同

等であると記されている。対象物質は、鉛（Pb）、水

銀（Hg）、カドミウム（Cd）、六価クロム（CrⅥ）、ポリ

臭化ビフェニル（PBB）、ポリ臭化フェニルエーテル

（PBDE）の 6 種類であり、対象製品は電気電子製品で

ある。これは任意規格であるが、実質的には政府関係

への納入などに関してはこの方法に従った試験結果を

求められる可能性が高いと考えられる。

　鉛については、公式規格「鉛化合物の使用に関す

る保健基準、制限及び衛生基準」（Salud ambiental. 

Limitaciones y especificaciones Sanitalias para el uso de 

los compuestos de clomo:NOM-004-SSA1-2013）11）で鉛

化合物を含む製品の製造と輸入を制限している。但し

食品、健康食品、野菜の肥料、添加剤、化粧品に関し

てはそれぞれの鉛含有を規制する法律を遵守していれ

ば使用が可能である。

　本規格で鉛及び鉛化合物の使用が禁止されている用

途は以下のものである。

1） 殺虫剤

2） 溶接部分を除く水道管

3） 塗料、エナメル、塗膜、インク

4） 釉薬をかけた陶器、磁器、窯器で食品加工、飲

料、玩具、鉛筆、ペン、絵の具、粘土などの学

用品に使うもの

5） 化粧品で鉛含有規制を遵守していないもの

6） 家具、塗装、乳剤（エマルジョン）及び建物の内

外装に使う釉薬で一般家屋、事務所、学校、病

院、幼稚園で使用するもの

　生産工程からの鉛の許容汚染限界値は、以下の公式

規格により決められている。

・ NOM-003-SSA1-1993, -200612）:塗料、インク、

ニス、ラッカー、ワニス、エナメルのラベル表示

・ NOM-231-SSA1-200213）:釉薬をかけた窯器、陶

器、磁器製品の溶解鉛とクロムの許容値と試験方

法

・ NOM-252-SSA1-201114）:玩具と学用品における
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う対象物質として取り上げられている。

　2007 年 8 月にはカナダ・モンテベロにおいて 3 カ国

首脳による北米リーダーズサミットが開催され、北米

における安全保障と繁栄のパートナーシップ（Security 

and Prosperity Partnership of North America:SPP）宣言 22）

が行われて、その活動の 1 つとして国及び地域のリス

クベースの化学物質の評価と管理の取組を強化するた

めの協力に着手することが共同声明に盛り込まれた。

具体的には、

1） 2012 年までに以下を実現する。

・ メキシコ :危険物質の情報システム構築。

・ 米国 :25,000 ポンド超製造される約 9,000 物質

を評価し必要な措置を始める。

・ カナダ :最優先物質の評価及び規制を完了する。

さらに中程度優先物質の評価に着手。

・ 北米 3 国 :化学物質の試験 /評価に関する技術

科学情報、ベストプラクティス、研究成果を

共有する。

2） 2020 年までに以下を実現する。

・ 北米 3 国の共通化学物質インベントリーの作

成と更新を行う。

・ メキシコの化学物質評価・管理能力強化。

・ 2002 年ヨハネスブルグ地球サミット（World 

Summit  on Sustainable Development:WSDS）

実施計画に沿って国際的な化学物質管理のた

めの戦略的アプローチ（Strategic Approach to 

International Chemicals Management:SAICM）

を強化・実施する。

　したがって、北米三国は他の国際標準への準拠も含

めて化学物質管理の共通化に向かって歩調を合わせて

進んでおり、米国とカナダのイニシアティブによりメ

キシコの化学物質管理能力向上が図られている。

9. 最近のトピックス

9.1 メキシコのGHS第 5 版準拠分類表示規格

　2015 年 10 月 9 日に公式規格「職場における有害化

学物質の危険とリスクの特定及び伝達のための調和シ

ステム 2015」（Sistema armonizado para la identificación 

y comunicación de peligros y riesgos por sustancias 

químicas peligrosas en los centros de trabajo:NOM-018-

STPS-2015）23）が公示された。これは GHS第 5 版に完

全準拠の分類・表示規格である。この規格は公示から

3 年で適用となるので、2018 年 10 月から発効になる。

　現行のメキシコの分類・表示及び安全データシー

ト（Safety Data Sheet:SDS）は独自の公式規格「職場

における有害化学物質の危険とリスクの特定及び伝

達のための調和システム 2000 及び 2014」（Sistema 

armonizado para la identificación y comunicación de 

peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en 

los centros de trabajo:NOM-018-STPS-2000, -2014）24）で

規定されている。2014 年版は 2000 年版の修正案であ

り、米国準拠のメキシコ独自規格である 2000 年版に

GHS規格を一部取り入れた折衷案となっている。2015

年版が発効する 2018 年 10 月以降は 2000 年版と 2014

年版は廃止となる。

9.1.1 危険化学物質を扱う現場への識別と情報伝達

　第 8 章では危険化学物質及びその混合物を扱う現場

には、識別と情報伝達のために次のものを用意するこ

とが義務付けられている。

a） 少なくとも次の項目が記載されている最新の危険

化学物質及びその混合物のリスト

1） 危険化学物質及びその混合物の名前

2） 物質のCAS番号

3） 物理化学的危険性と健康有害性の分類と区分

b） 安全データーシート（SDS）

c） ラベル表示

d） SDSとラベル表示に関する教育
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2.1.1 分類、表示、包装の遵法期限

　正式な遵法期限として、物質の分類・表示・包装

は 2015 年 6 月 1 日以降、トルコ版 CLP規則を遵守し

なければならない。旧法に基づき分類・表示・包装

され 2015 年 6 月 1 日以前に上市された物質について

は、2017 年 1 月 1 日までは再分類・再表示・再包装

されなくてもよかった。混合物の分類・表示・包装に

ついては、2016 年 6 月 1 日以降、トルコ版 CLPを遵

守しなければならない。従来法に基づき分類・表示・

包装され、2016 年 6 月 1 日以前に上市された混合物

については、2018 年 6 月 1 日までは再分類・再表示・

再包装されなくてもよい。なお、各期限以前に旧法に

従って分類された物質・混合物をトルコ版 CLP規則に

準拠して再分類する場合、トルコ版 CLP規則附属書 7

（図表 3）収載の新旧分類対照表を参照することが認め

られている。このあたりの定めは、EUにおける旧分

類から新分類への移行とよく似ており、事業者にとっ

てはなじみがあるであろう。なお、旧法は 2016 年 6

月に正式に失効している。

2.1.2 危険有害性試験

トルコ版 CLP規則の施行により、従来の 15 分類に

変わり GHS27 分類と表示が導入された。物質や混合

物の分類は既存の使用可能な情報に基づいて行われる

ものとされているが、信頼できる十分な情報がない

場合、新たな試験を実施することも認められる。試

験は同日に施行された「化学物質及び混合物の化学

的物理的性質、毒性、環境毒性を判定するための試

験方法を定める規則 O.J. 28848（2013 年）」、EU 規則

440/2008、または国際的に認められた方法を用いて実

施されなければならず、分析は「試験所に関する規則

O.J.27516（2010 年）」またはそれに同等する国際標準

に基づいて行われる必要がある。またトルコ版 CLP規

則は EUと同様に動物実験に対して厳しい制限を設け

ており、人や霊長類に対する実験は禁止されている。

製造者、輸入者、川下ユーザーは、物質等の分類に関

する全ての情報を少なくとも 10 年間保存しておかな

ければならない。

2.1.3　トルコ版C&Lインベントリ

トルコ政府環境都市計画省が中心となり、EUと同

様、物質及び混合物の分類・表示インベントリ（C&L）

が作成される予定である。2015 年 6 月 1 日より、ト

ルコ版 CLP規則第 40 条に記載された物質、附属書 8

の第 1 段から 4 段に収載され有害分類された物質を濃

度限界値を超えて含有する混合物、及び第 2 条記載の

物質を含有する混合物について、その製造者または輸

入者は、当該品を製造または輸入した最初の日から

図表 3　トルコ版CLP規則　付属書 7（抜粋）5）

Sayfa : 1658                           RESMÎ GAZETE           11 Aralık 2013 – Sayı : 28848 (Mükerrer)

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1658
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1 ヶ月以内に、環境都市計画省に届け出なければなら

ない。届出に含むべき情報は第 41 条に詳述されてお

り、届出者の基本情報（共同届出の場合、全ての製造

者・輸入者の情報）に加え、物質の特定（第 39（a）条）、

分類（第 15 条）、表示情報（第 19（1）条）等が含まれる。

なお、EU CLP規則とは異なり、トルコ国外の製造者

は国内代理人を指定して、C&L登録を輸入者に代わっ

て実施させることができるため、企業秘密情報の保持

を望む企業にとって有利な措置ともいえよう。

2.2 安全データシート（“SIF“）

2.2.1 

　トルコでは従前、2008 年 12 月に施行された「危険

物質及び調剤に関する安全情報フォームの作成と配布

に関する規則  O.J.27092」により、有害化学品をトル

コ国内で上市する者に対して、化学品の有害性に関

する情報を川下ユーザーへ伝達するための SIF（Safety 

Information Form）の発行と提供が義務付けられてい

た。当規則は 2016 年 6 月 1 日付で廃止され、GHS

に準拠する「有害物質及び混合物に関する安全情報

フォーム（SIF）に関する規則 O.J.29204」（2014 年 12 月

13 日公布、同日施行）により置き換えられた。ここで

いう SIFとは、いずれも安全データシート（SDS）を指

す。

　SIFの提供義務が課されるのは、トルコ版 CLP規則

に基づき有害と分類された化学物質及び混合物、また

は、SIF規則付属書 2 に基づき、難分解かつ生物蓄積

性が高い、または極めて難分解かつ生物蓄積性が極め

て高いと判定される物質及び混合物をトルコ国内で上

市する製造者、輸入者、川下ユーザー、ディストリ

ビューターである。後者の適用物質・混合物は新法

により新たに追加されたものであることに留意された

い。物質については 2015 年 6 月 1 日より、混合物に

ついては 2016 年 6 月 1 日より適用されている。

　さらに、トルコ版 CLP規則により混合物としては有

害と分類されずとも、労働者ばく露限度が設定された

物質や、人の健康や環境に有害である物質を一定濃度

以上含む場合、難分解性、生物蓄積性、または毒性の

ある物質を一定濃度以上含む場合において、バイヤー

から要求された際には、SIFを提供しなければならな

い。SIFの内容が更新された際は、提供者は過去 12 ヶ

月間の購入者に対して、更新版の SIFを再提供しなけ

ればならない。作成された SIFは全て、環境都市計画

省（online.cevre.gov.tr/）に電子データで登録される必要

がある。

　SIFはすべてトルコ語で記載されなければならず、

SIFを作成できるのは国家認定機関による認証を受け

た者に限られる。認証は 3 年間有効。旧法に基づき

2014 年 12 月 13 日以前に認証を受けた者は、その有

効期限が切れるまで SIFを作成することができるが、

有効期限が切れた後は、新法に基づく認証を取得しな

ければならない。事業者としては、SIF作成の依頼先

が有効な認証を得ているか、確認が必要である。

3. 今後の方向性 :化学品の登録、評価、
許可及び制限に関する規則（トルコ
版REACH規則）の採択の見込み

　上述の化学品の目録及び規制に関する規則が、EU

の REACH規則を参考にしつつも、化学物質インベン

トリの作成と拡大を意図するものであるところ、トル

コ政府は 2015 年 4 月に、EU REACH規則そのものを

国内法として導入するための「化学品の登録、評価、

許可及び制限に関する規則」の草案を提案した。同法

草案はその適用範囲、定義（物質、川下ユーザー、成

形品など）、新規・既存物質を問わない登録義務、登

録下限（年間製造 /輸入量 1 トン）、登録義務免除物質

の選定などにおいて、EUの REACH規則とほぼ同一で

ある。特に制限物質の選定については、EU REACH規

則の付属書 17（ある種の危険な物質、調剤及び成形品

の製造、上司及び使用の制限）掲載の物質がそのまま

準用される。ただし、現在でも、既存の国内法である

「有害物質並びに混合物の制限及び禁止に関する規則  

O.J.27092（2008 年）」により、EU REACH規則付属書

17 に列記される物質は、すでにトルコ国内において

何らかの制限ないし禁止の対象となっている。
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図表 1　業務用ゲーム機「太鼓の達人　レッドVer.」©BNEI

　弊社は、全てのお客様に安心していただける製品品

質を目指し、2005 年にアミューズメント業界では初

めてとなる「グリーン調達基準書Ver.1.0」を発行。「ス

ウィートランド 4」等の弊社の代表的な製品を対象に、

人体や環境への悪影響が懸念される化学物質への取り

組みをスタートさせた。

　翌年 2006 年には「グリーン調達基準書 Ver.2.0」に

改訂し、欧州 RoHS指令（2002/95/EC）で制限対象と

なった 6 物質群を含む全 15 物質群を禁止・制限。あ

わせて蛍光X線分析装置における分析確認を日本、中

国深センの 2 拠点で実施。2007 年からはサプライヤ

の化学物質管理体制を確認する工場監査「グリーン審

査」を開始した。

　以降、PFOS指令や REACH規則、POPs規則等、国

内外の法規制にあわせた基準改訂を実施、現在に至っ

ている。

図表 2　バンダイナムコエンターテインメントのグリーン調達の歩み
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2. バンダイナムコエンターテインメン
トのグリーン調達基準

　弊社のグリーン調達基準は、その販売地域に関係な

く、弊社が取り扱う全ての電子電気製品※を構成す

る「部品」「材料」「半製品」「製品」「販促品」「包装材」と

いったものを対象とし、弊社に前述の部材を納入する

サプライヤにおいては『製品等における環境管理シス

テム（納入製品等に含有する化学物質情報を把握・管

理するための仕組みが構築されていること）』及び『製

品等におけるパフォーマンス（納入製品等に含有する

化学物質について、弊社が定める閾値を超えて含有さ

せていないこと）』といった、2 つの要求事項を満たし

ていただくことを求めている。

　原則として弊社が生産する業務用ゲーム機等の電気

電子製品全てはこの基準を満たす必要があるが、当該

製品の販売地域、法令による規制や代替材料の有無を

考慮して、グリーン調達基準の適用範囲外とするケー

スもある。

2.1 バンダイナムコエンターテインメントの

定める特定化学物質

　弊社では国際規格である IEC 62474「Declarable 

Substances（Ver.D8.00）」（報告すべき物質）の掲載物質

をもとに、製品において含有禁止・制限・管理等を

すべき化学物質を「特定化学物質」と定め、かつ「含

有禁止物質」「含有報告物質」に分類したうえで管理を

行っている（欧米向け輸送用包装材においては「含有

化学物質基準」として別途管理）。

【含有禁止物質】

　国内外の法規制で、用途別の含有が制限されてい

る、閾値を超える含有が禁止されている、または意図

的添加が禁止されている化学物質（29 物質※ 2016 年 9

月末時点）。なお欧州RoHS指令等の法規制における適

用除外用途での使用は除く。

　主に以下の法規制の化学物質が該当する。

・ 欧州RoHS指令

 （Directive 2011/65/EU）附属書 2、附属書 3

・ 欧州REACH規則

 （Regulation （EC） No 1907/2006）附属書 17

・ 欧州 POPs規則

 （REGULATION （EC） No 850/2004）附属書 1

【含有報告物質】

　欧州 REACH規則の認可対象候補物質（SVHC）に該

当するもののほか、業界のガイダンス、法規制で含有

報告あるいは管理が求められる物質（欧州 REACH規則

認可対象候補物質 +5 物質※ 2016 年 9 月末時点）。弊

社へ納入する製品等の 0.1 重量%（1,000ppm）を超える

場合に報告が必要となる。

2.2 社内関係部署における化学物質管理上の

役割

　弊社では品質保証部門が主管部署として化学物質管

理の取り組みを進めているが、化学物質管理は社内の

多くの部署がその関係部署となる。弊社では下記のよ

うな役割分担となっている。

　【開発部門】

・ 採用部材及び納入業者の選定

　【購買部門】

・ 開発部門が選定し た部材を購入（同等品へ変

更する場合もあり）

　【品質保証部門（主管部署）】

・ BNEグリーン調達基準の制改訂

・ 納入部材の含有化学物質情報の調査

・ 蛍光X線分析装置による分析確認

・ BNEサプライヤ監査の実施 
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　例えば、水生環境有害性の急性区分 1、長期間区

分 2 と分類された場合は、急性区分 1 から絵表示 :環

境、注意喚起語 :警告、危険有害性情報 :水生生物に非

常に強い毒性（H400）が選択され、長期間区分 2 から

は、絵表示 :環境、注意喚起語 :なし、危険有害性情報 :

長期継続的影響により水生生物に毒性（H411）が選択

される。ラベル要素の重複を削除して整理すると、絵

表示 :環境、注意喚起語 :警告、危険有害性情報 :水生

生物に非常に強い毒性、長期継続的影響により水生生

物に毒性が選択される。

　GHSでは、複数の危険有害性及び危険有害性に関す

る情報の優先順位が定められており、ラベル要素の重

複する絵表示、注意喚起語は整理することができる。

Hコードの附された危険有害性情報については原則と

して編集することが許されていないが、優先順位に

従った編集は可能である。また、附属書 3 にあらかじ

め準備されている複合フレーズが利用である。例えば、

飲み込むと生命に危険（H300）と皮膚に接触すると生命

に危険（H310）の場合は、飲み込んだり皮膚に接触する

と生命に危険（H300+H310）の文言が準備されている。

2.1 シンボルの割当てに関する優先順位

（a） どくろを適用する場合、感嘆符を使用するべき

でない。

（b） 腐食性シンボルを適用する場合、皮膚又は眼刺

激性を表す感嘆符を使用するべきではない。

（c） 呼吸器感作性に関する健康有害性シンボルを使

用する場合、皮膚感作性又は皮膚 /眼刺激性を

表す感嘆符を使用するべきではない。

　どくろと感嘆符のシンボルがついた SDSをたまに見

受けるが、GHSの標準化をよく知らない作者によるも

のと思われる。

図表 1　水生環境有害性、短期間（急性）のラベル要素

 

表１ 水生環境有害性、短期間(急性) のラベル要素 

 

分類 表示 コード 

危険有害性 

クラス 

区分 絵表示 注意喚起語 危険有害性情報 

GHS 国連モデル

規則 

水生環境有害

性、短期間 

(急性) 

急性 1  警告 水生生物に非常

に強い毒性 

 

H400 

急性 2 絵表示なし 絵表示なし 注意喚起語

なし 

水生生物に毒性 H401 

急性 3 絵表示なし 絵表示なし 注意喚起語

なし 

水生生物に有害 H402 

GHS国連文書の附属書 1 A1.29(a) 水生環境有害性、短期間(急性) 

図表 2　水生環境有害性、長期間（慢性）のラベル要素

 

表２ 水生環境有害性、長期間(慢性)のラベル要素 

 

分類 表示 コード 

危険有害性 

クラス 

区分 絵表示 注意喚起語 危険有害性情報 

GHS 国連モデル

規則 

水生環境有害

性、長期間 

(慢性) 

慢性 1  警告 長期継続的影響によ

り水生生物に非常に

強い毒性 

H410 

慢性 2   注意喚起語

なし 

長期継続的影響によ

り水生生物に毒性 

 

H411 

慢性 3 絵表示なし 絵表示なし 注意喚起語

なし 

長期継続的影響によ

り水生生物に有害 

H412 

慢性 4 絵表示なし 絵表示なし 注意喚起語

なし 

長期継続的影響によ

り水生生物に有害の

おそれ 

H413 

GHS国連文書の附属書 1 A1.29(b) 水生環境有害性、長期間(慢性) 
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2.2　ラベル

ラベルには、次の記載項目がある。

・ 化学品の名称（図表 6 では「トルエン」）

・ 注意喚起語（図表 6 では「危険」）

・ 絵表示（図表 6 では「炎」「感嘆符」「環境」ラベル

参照）

・ 危険有害性情報（ラベル参照）

・ 注意書き（ラベル参照）

・ 供給者を特定する情報（ラベル参照）

　図表 6 にトルエンのラベルの例を示す。

2.3　GHSの導入状況

　日本では国連のGHS文書「化学品の分類および表示

に関する世界調和システム」を基にGHSに対応する日

本工業規格（JIS）を定めている。2012 年から 3 つに分

かれていた JISを「分類」と「情報伝達」の 2 つの JISに

整理・統合した。分類（JIS Z 7252）については国連の

GHSに基づき、情報伝達（JIS Z 7253）については SDS

やラベルを規定している。日本における法規制も含め

たGHSへの対応という点では経済産業省と厚生労働省

の作成したパンフレットがあり 4, 5）、また分類の具体

的で詳細な方法については、事業者向けと政府向けの

2 つの分類ガイダンスが公表されている 6, 7）。

　EU、米国、中国等では既に法規制等を制定又は改訂

してGHSを導入済である。EUではCLP規則（Regulation 

on classification, labelling and packaging of substances 

and mixtures）、米国では危険有害性の周知基準（HCS）、

中国では危険化学品安全管理条例等に基づいた国家標

準であるGB30000 シリーズがGHSを導入している法

規制である 8）。

　これらの主要国の GHSの分類基準を健康有害性の

例で比較してみると図表 7 のようになる。現在のGHS

改訂 6 版と比較して、異なっている部分を色かけして

示している。何故、異なっている部分があるかという

と細かい危険性や有害性の小さい区分のところでは、

GHSでは導入する国等の裁量に任されている部分が

あるからである。しかしこれらの異なっている部分は

あっても、化学品の流通の面では実質的には大きな支

障は生じにくい範囲と考えている。

図表 6　ラベルの例（トルエン）
4

トルエン
成分：トルエン 100％ CAS No. 108-88-3 UN No. 1294

内容量： 1 kg 

危険

危険有害性情報：
・引火性の高い液体及び蒸気
・吸入すると有害（蒸気）
・皮膚刺激
・眼刺激
・生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
・中枢神経系の障害
・眠気及びめまいのおそれ
・呼吸器への刺激のおそれ
・長期又は反復ばく露による中枢神経系、腎臓、肝臓の障害
・飲み込み、気道に侵入すると生命に危険のおそれ
・水生生物に毒性

注意書き：
【安全対策】
・すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
・使用前に取扱説明書を入手すること。
・熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙。
・防爆型の電気機器、換気装置、照明機器を使用すること。静電気放電や
火花による引火を防止すること。
・個人用保護具や換気装置を使用し、ばく露を避けること。
・保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用すること。
・屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。
・ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。
・取扱い後はよく手を洗うこと。
・環境への放出を避けること。

【救急措置】
・火災の場合には適切な消火方法をとること。
・吸入した場合、空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させ
ること。
・飲み込んだ場合、無理して吐かせないこと。
・眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを容易に外
せる場合には外して洗うこと。
・皮膚に付着した場合、多量の水と石鹸で洗うこと。
・皮膚（又は毛髪）に付着した場合、直ちに、すべての汚染された衣類を脱ぐ
こと、取り除くこと。
・汚染された保護衣を再使用する場合には洗濯すること。
・ばく露又はその懸念がある場合、医師の診断、手当てを受けること。
【保管】
・容器を密閉して涼しく換気の良いところで施錠して保管すること。
【廃棄】
・内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に
業務委託すること。

（毒劇法による表示）

（消防法による表示） 火気厳禁 第四類 引火性液体 第一石油類 非水溶
性液体 危険等級II 内容量 １ｋｇ

（容器イエローカードによる表示） 指針番号 １３０ 国連番号 １２９４

産業環境管理株式会社 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町二丁目２
番１号

Tel．03-1234-5678 Fax．03-1234-6789 

この部分は、GHS以外

の法規表示または自
主表示である

図１ ラベルの例 (トルエン)

(注) この例はモデルであって注意書きは多くの例を示しているが、多すぎると重要な

注意書きの注目度が低くなるので、国によっては注意書きの数を制限している場

合がある。ＥＵの場合、注意書きは原則的には６までに制限されている。




